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報道関係者 各位 

 

平成３０年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の 

財政状況等について 

 

 

 

 

 

１．後期高齢者医療広域連合の財政状況（別紙１） 

(１) 収入・・・ 保険料収入（１兆 2,365 億円）は、被保険者数増等により対前年度比 3.8％

増となっている。また、国庫支出金、都道府県支出金、市町村負担金及び後期高齢

者交付金は、保険給付費増により増加している。 

(２) 支出・・・ 保険給付費（15 兆 1,466 億円）は、被保険者数増等により対前年度比 2.1％

増となっている。 

(３) 収支状況・・・ 単年度収入（経常収入） 15 兆 5,253 億円、単年度支出（経常支出）  

15 兆 5,100 億円であり、単年度収支差引額（経常収支差）は 153 億円となっている。 

国庫支出金等精算後の単年度収支は▲１2 億円となっているが、これは平成 30 年 

度・令和元年度保険料が、前年度までの剰余金を活用することを見込んで設定され 

ていること等によるものである。 

単年度収支に前年度からの繰越金等を反映すると、収入合計 16 兆 365 億円、支

出合計 15 兆 6,014 億円であり、収支差引合計は 4,351 億円となっている。 

後期高齢者医療制度の実施主体である都道府県後期高齢者医療広域連合の平成

30 年度の財政状況等を公表します。 

・単年度収支（国庫支出金等精算後）は 12 億円の赤字。 

・前年度からの繰越金等を反映した収支は 4,351 億円の黒字。 

・保険料収納率は、全国平均 99.40％。 

令和２年７月 22 日 

【照会先】 

保険局 高齢者医療課 

  指導調整官 浅見 （内線3187） 

（代表電話） 03（5253）1111 

（直通電話） 03（3595）2090 
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２．被保険者数等（別紙２） 

(１) 被保険者数は、平成 30 年度末現在 1,772 万人で、平成 29 年度末より 2.9％（50 万

人）増となっている。 

(２) 保険料収納率は、平成 30 年度全国平均 99.40％で、平成 29 年度より 0.04％ポイン

ト増となっている。 

 

（出所） 後期高齢者医療事業状況報告及び厚生労働省保険局高齢者医療課調べ 



別　紙　１

億円 億円 億円 ％

11,917               12,365               449              3.8               
2,886                2,969                84                2.9               

758                   606                   ▲152           ▲20.0          
49,667               50,906               1,239           2.5               
12,340               12,716               376              3.0               
11,894               12,058               164              1.4               

417                   476                   58                14.0             
61,756               62,886               1,130           1.8               

43                     47                     4                 9.8               
-                      -                      -                 …

214                   223                   9                 4.1               
151,891             155,253             3,362           2.2               

779                   832                   53                6.8               
4,887                4,281                ▲606           ▲12.4          

157,556             160,365             2,809           1.8               
431                   501                   70                16.3             

148,363             151,466             3,103           2.1               
20                     13                     ▲7              ▲33.2          
43                     47                     4                 9.8               

361                   398                   37                10.2             
3,031                2,675                ▲356           ▲11.7          

152,248             155,100             2,852           1.9               
958                   915                   ▲44            ▲4.6           

-                      -                      -                 …
-                      -                      -                 …

153,206             156,014             2,808           1.8               

A
前 年 度 国 庫 支 出 金 精 算 額 等 B 3,320                2,787                ▲533           …
当 年 度 国 庫 支 出 金 精 算 額 等 C ▲2,787             ▲2,952             ▲165           …

A+B+C 176                   ▲12                 ▲188           …

2,261                2,427                166              7.3               
（注１）端数の関係上、合計及び収支差がずれることがある。

（注２）数値は、後期高齢者医療広域連合の一般会計と特別会計の合計額（会計間の繰入・繰出の重複控除後）である。

（注３）「前年度国庫支出金精算額等」とは、当該年度に行われた前年度の国庫負担等の精算額である。

（注４）「当年度国庫支出金精算額等」とは、翌年度に行われる当該年度の国庫負担等の精算額である。

（出所）後期高齢者医療事業年報
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平成30年度 対前年度
増減額

小 計

支
　
　
　
出

単
年
度
支
出

議 会 費 ・ 総 務 費 等
保 険 給 付 費
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 ・ 事 務 費 拠 出 金
保 健 事 業 費

対前年度
増減比

収
　
　
　
入

単
年
度
収
入

保 険 料
保 険 基 盤 安 定 （ 保 険 料 軽 減 分 ）
高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 臨 時 特 例 交 付 金
国 庫 支 出 金
都 道 府 県 支 出 金
市 町 村 負 担 金
事 務 費 負 担 金
後 期 高 齢 者 交 付 金
特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金
借 入 金
そ の 他

科　　　　　目
平成29年度

510              …
　　　　　（単年度収入 - 単年度支出）

精 算 後 単 年 度 収 支 差 引 額

基 金 残 高

収
支
差
引
額

収 支 差 引 合 計 額
4,350                4,351                1                 …

（ 収入総額  -  支出総額 ）
単 年 度 収 支 差 引 額

後期高齢者医療広域連合の収支状況　

▲357                153                   

そ の 他
小 計

基 金 積 立 金
前 年 度 繰 上 充 用 ( 欠 損 補 填 ) 金
公 債 費
支 出 合 計 （ 支 出 総 額 ）

繰 入 金 （ そ の 他 基 金 ）
（ 前 年 度 か ら の ） 繰 越 金
収 入 合 計 （ 収 入 総 額 ）

　精算後単年度収支差

割合 割合

平成 広域連合数 億円 広域連合数 ％ 億円 広域連合数 ％ 億円

47 1,918 47 100.0 1,918 0 -        -         

20 47 1,409 47 100.0 1,409 0 -        -         

21 47 509 44 93.6 540 3 6.4 ▲ 30
平成 広域連合数 億円 広域連合数 ％ 億円 広域連合数 ％ 億円

47 ▲ 474 5 10.6 32 42 89.4 ▲ 506
22 47 ▲ 95 14 29.8 50 33 70.2 ▲ 144
23 47 ▲ 379 4 8.5 5 43 91.5 ▲ 384

平成 広域連合数 億円 広域連合数 ％ 億円 広域連合数 ％ 億円

47 693 40 85.1 725 7 14.9 ▲ 32
24 47 278 32 68.1 315 15 31.9 ▲ 37
25 47 415 43 91.5 435 4 8.5 ▲ 21

平成 広域連合数 億円 広域連合数 ％ 億円 広域連合数 ％ 億円

47 1,070 43 91.5 1,090 4 8.5 ▲ 20
26 47 801 46 97.9 810 1 2.1 ▲ 9
27 47 268 34 72.3 325 13 27.7 ▲ 57

平成 広域連合数 億円 広域連合数 ％ 億円 広域連合数 ％ 億円

47 502 32 68.1 624 15 31.9 ▲ 122
28 47 321 34 72.3 346 13 27.7 ▲ 25
29 47 176 24 51.1 292 23 48.9 ▲ 116

平成 広域連合数 億円 広域連合数

47 ▲ 12 19 40.4 170 28 59.6 ▲ 181
(注１)端数の関係上、合計及び収支差がずれることがある。

(注２)割合は、広域連合総数に対する割合である。

30

20･21

22･23

24･25

26･27

28･29

(出所)厚生労働省保険局高齢者医療課調べ

年度
広域連合
総　数

収支差引額

黒字広域連合 赤字広域連合

広域連合数 黒字額 広域連合数 赤字額



別　紙　２

１．被保険者数の推移

年度

26

27

28

29

30

（出所）後期高齢者医療事業年報

２．1人当たり保険料調定額および保険料収納状況の推移

金額
対前年度
増減比

対前年度差

年度 円 ％ 億円 億円 億円 億円 億円 億円 ％ ％

26 68,508 2.4 10,669 10,590 0 79 0 16 99.26 0.02

27 66,931 -2.3 10,698 10,621 0 77 0 17 99.28 0.02

28 68,768 2.7 11,349 11,271 0 77 0 17 99.32 0.04

29 70,197 2.1 11,934 11,857 0 77 0 20 99.36 0.04

30 70,828 0.9 12,365 12,290 0 75 0 21 99.40 0.04

（注）収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。

（出所）後期高齢者医療事業年報

３．1人当たり所得の推移 ４．1人当たり保険給付費

年度 年度

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

（注１）所得不詳を除いて集計している。 （注）1人当たり保険給付費は療養諸費保険者負担分、高額療養費及び

（注２）ここでいう「所得」とは、いわゆる旧ただし書き所得 　　　　その他の保険給付費の合計により算出している。

　　　　（総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して （出所）後期高齢者医療事業年報

　　　　計算される所得の金額から基礎控除を除いた金額）であり、

　　 　 前年分のものである。

（出所）後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告

870,848 1.0269.9 1.4

-0.59

17,218,881 2.6

71.4 2.1 865,733

17,718,119

金額 対前年度増減比

万円 ％

15,767,282 2.1

16,236,819 3.0

16,777,798 3.3

1人当たり
保険料調定額
（現年度分）

保険料収納状況（現年度分）

収納率

調定額 収納額
不納

欠損額
未収額

居所不明者
分

調定額

還付未済額
（別掲）

被保険者数、保険料収納状況等の推移

被保険者数

人

対前年度増減比

（各年度末現在）

％

対前年度増減比

％

0.37

-1.69

66.8 -3.7 876,870 1.90

2.9

69.0 3.2 862,070

69.4 4.5 860,492

金額

円
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参　考　１

全体 （再掲）普通徴収 全体 （再掲）普通徴収 全体 （再掲）普通徴収 全体 （再掲）普通徴収 全体 （再掲）普通徴収

順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位
％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位 ％ 位

99.26 － 98.29 － 99.28 － 98.40 － 99.32 － 98.51 － 99.36 － 98.56 － 99.40 － 98.66 －

北 海 道 99.36 27 98.61 11 99.35 30 98.64 17 99.39 30 98.74 16 99.43 27 98.82 11 99.45 31 98.89 14

青 森 県 99.02 45 96.89 47 99.26 38 97.75 47 99.29 37 97.94 47 99.32 38 97.99 47 99.28 44 97.87 47

岩 手 県 99.50 13 98.40 24 99.51 12 98.51 22 99.54 9 98.63 19 99.57 8 98.66 22 99.63 7 98.84 15

宮 城 県 99.19 41 97.83 43 99.29 35 98.17 35 99.36 34 98.34 36 99.41 30 98.45 32 99.41 33 98.43 39

秋 田 県 99.47 18 98.03 37 99.48 18 98.15 39 99.53 11 98.37 32 99.52 17 98.28 43 99.57 13 98.47 35

山 形 県 99.56 5 98.48 20 99.50 16 98.33 28 99.51 15 98.42 29 99.53 15 98.46 30 99.57 14 98.55 30

福 島 県 99.38 25 98.11 33 99.36 28 98.16 37 99.38 33 98.26 40 99.41 29 98.31 41 99.47 27 98.45 36

茨 城 県 99.22 38 97.74 45 99.21 42 97.79 46 99.29 38 98.05 44 99.29 40 98.01 46 99.33 40 98.13 46

栃 木 県 99.32 31 98.08 35 99.31 33 98.13 40 99.38 31 98.34 35 99.38 34 98.28 42 99.37 36 98.28 44

群 馬 県 99.53 9 98.72 10 99.54 9 98.78 10 99.53 12 98.79 12 99.53 14 98.76 16 99.58 12 98.89 13

埼 玉 県 99.21 39 98.15 30 99.24 40 98.26 30 99.27 40 98.32 37 99.31 39 98.36 36 99.33 42 98.42 40

千 葉 県 99.23 36 98.13 32 99.25 39 98.22 32 99.26 41 98.27 39 99.29 41 98.31 40 99.33 41 98.44 38

東 京 都 98.80 47 97.95 41 98.81 47 98.05 44 98.88 47 98.16 41 98.91 47 98.21 45 98.97 47 98.32 43

神奈川県 99.32 33 98.53 19 99.35 29 98.66 16 99.38 32 98.74 15 99.42 28 98.81 15 99.48 25 98.94 10

新 潟 県 99.60 3 98.79 5 99.63 2 98.89 4 99.58 4 98.78 13 99.64 3 98.92 6 99.68 2 99.02 6

富 山 県 99.50 15 98.43 22 99.50 15 98.50 23 99.51 14 98.55 26 99.54 11 98.61 25 99.56 15 98.63 25

石 川 県 99.52 12 98.80 4 99.55 8 98.89 5 99.55 8 98.91 5 99.54 13 98.84 9 99.49 24 98.75 20

福 井 県 99.42 20 98.28 27 99.61 3 98.89 6 99.49 20 98.58 25 99.56 9 98.72 18 99.53 20 98.66 24

山 梨 県 99.48 16 98.59 15 99.42 25 98.46 25 99.49 19 98.67 18 99.48 23 98.63 24 99.47 28 98.62 27

長 野 県 99.55 7 98.75 8 99.59 5 98.88 7 99.60 3 98.92 4 99.65 2 99.04 3 99.67 4 99.08 4

岐 阜 県 99.50 14 98.57 17 99.51 13 98.68 15 99.46 22 98.63 20 99.50 20 98.67 21 99.56 16 98.80 17

静 岡 県 99.28 34 98.27 28 99.26 37 98.27 29 99.30 36 98.36 33 99.32 37 98.38 34 99.38 35 98.52 34

愛 知 県 99.53 11 99.00 1 99.56 7 99.08 1 99.56 6 99.11 2 99.59 7 99.16 2 99.64 5 99.25 2

三 重 県 99.34 29 98.18 29 99.42 24 98.48 24 99.44 25 98.59 23 99.41 32 98.48 26 99.46 29 98.62 26

滋 賀 県 99.64 1 98.97 2 99.60 4 98.92 3 99.57 5 98.85 7 99.62 6 98.95 5 99.63 6 98.97 8

京 都 府 99.25 35 98.35 26 99.22 41 98.33 27 99.24 42 98.40 30 99.28 43 98.46 29 99.33 43 98.57 28

大 阪 府 99.04 44 98.02 38 99.09 45 98.18 34 99.20 43 98.40 31 99.25 45 98.47 28 99.35 39 98.70 22

兵 庫 県 99.34 28 98.38 25 99.37 27 98.51 21 99.40 29 98.62 21 99.45 26 98.69 19 99.47 26 98.76 19

奈 良 県 99.41 22 98.59 14 99.45 20 98.74 12 99.47 21 98.82 9 99.49 21 98.81 12 99.58 11 99.02 5

和歌山県 99.39 24 98.42 23 99.43 23 98.58 20 99.50 16 98.80 11 99.52 18 98.81 13 99.51 22 98.79 18

鳥 取 県 99.57 4 98.59 13 99.49 17 98.43 26 99.54 10 98.61 22 99.63 5 98.83 10 99.60 8 98.75 21

島 根 県 99.63 2 98.78 6 99.67 1 98.95 2 99.70 1 99.10 3 99.74 1 99.20 1 99.79 1 99.33 1

岡 山 県 99.47 19 98.54 18 99.47 19 98.59 18 99.50 18 98.73 17 99.48 24 98.65 23 99.51 21 98.69 23

広 島 県 99.41 23 98.60 12 99.44 22 98.73 13 99.45 24 98.80 10 99.50 19 98.91 7 99.53 19 98.99 7

山 口 県 99.53 10 98.72 9 99.52 10 98.74 11 99.53 13 98.78 14 99.55 10 98.81 14 99.60 10 98.91 12

徳 島 県 99.18 42 97.96 40 99.20 43 98.07 43 99.13 45 98.04 45 99.28 42 98.36 35 99.37 37 98.53 31

香 川 県 99.41 21 98.47 21 99.44 21 98.58 19 99.43 27 98.58 24 99.49 22 98.69 20 99.53 18 98.81 16

愛 媛 県 99.54 8 98.91 3 99.51 14 98.87 8 99.50 17 98.87 6 99.53 16 98.90 8 99.55 17 98.94 9

高 知 県 99.23 37 98.00 39 99.27 36 98.16 36 99.28 39 98.30 38 99.35 36 98.45 31 99.36 38 98.44 37

福 岡 県 99.06 43 97.89 42 99.11 44 98.09 41 99.16 44 98.16 42 99.25 44 98.32 39 99.27 45 98.37 42

佐 賀 県 99.55 6 98.75 7 99.58 6 98.87 9 99.67 2 99.12 1 99.64 4 99.01 4 99.67 3 99.10 3

長 崎 県 99.38 26 98.09 34 99.40 26 98.24 31 99.43 26 98.35 34 99.48 25 98.43 33 99.50 23 98.52 33

熊 本 県 99.34 30 98.14 31 99.32 32 98.15 38 99.46 23 98.52 27 99.39 33 98.48 27 99.41 34 98.53 32

大 分 県 99.48 17 98.57 16 99.52 11 98.71 14 99.55 7 98.83 8 99.54 12 98.76 17 99.60 9 98.92 11

宮 崎 県 99.19 40 97.72 46 99.30 34 98.08 42 99.32 35 98.15 43 99.41 31 98.36 37 99.41 32 98.39 41

鹿児島県 99.32 32 98.08 36 99.35 31 98.21 33 99.41 28 98.45 28 99.38 35 98.34 38 99.46 30 98.55 29

沖 縄 県 98.84 46 97.78 44 98.86 46 97.86 45 98.92 46 97.96 46 99.09 46 98.26 44 99.05 46 98.21 45

（注）収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。

（出所）後期高齢者医療事業年報

都道府県後期高齢者医療広域連合別の保険料収納率

全 国 平 均

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
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参　考　２

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

　被保険者数(Ａ) 15,459,108人 15,817,144人 16,300,672人 16,839,171人 17,276,611人 17,784,521人

　滞納被保険者数(Ｂ) 238,022人 235,731人 231,502人 231,006人 222,238人 219,497人

割合(Ｂ/Ａ) 1.54％ 1.49％ 1.42％ 1.37％ 1.29％ 1.23％

　短期被保険者証
　交付者数(Ｃ)

23,379人 25,572人 23,685人 24,203人 23,089人 22,077人

割合(Ｃ/Ａ) 0.15％ 0.16％ 0.15％ 0.14％ 0.13％ 0.12％

　資格証明書
　交付者数(Ｄ)

0人 0人 0人 0人 0人 0人

割合(Ｄ/Ａ) -             -             -             -             -             -             

（注３）短期被保険者証交付者数及び資格証明書交付者数は、各年６月１日現在である。（出所：厚生労働省保険局高齢者医療課調べ）

　　

滞納被保険者数等の推移

（注１）被保険者数は、各年５月31日現在である。（出所：後期高齢者医療事業月報）

（注４）令和元年は速報値である。

（注２）滞納被保険者数は、各年６月１日現在の被保険者のうち、前年度保険料に一部でも滞納がある被保険者数である。
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参　考　３

人 人 ％ 人 ％ 人 ％

17,784,521 219,497 1.23 22,077 0.12 0 -

北 海 道 824,658 10,386 1.26 392 0.05 0 -
青 森 県 210,622 2,781 1.32 527 0.25 0 -
岩 手 県 217,117 1,009 0.46 199 0.09 0 -
宮 城 県 313,005 3,991 1.28 103 0.03 0 -
秋 田 県 192,329 1,629 0.85 277 0.14 0 -
山 形 県 193,364 1,376 0.71 355 0.18 0 -
福 島 県 301,480 2,361 0.78 116 0.04 0 -
茨 城 県 412,319 4,639 1.13 1,091 0.26 0 -
栃 木 県 266,036 2,390 0.90 490 0.18 0 -
群 馬 県 288,579 2,734 0.95 343 0.12 0 -
埼 玉 県 914,793 12,759 1.39 250 0.03 0 -
千 葉 県 817,736 11,275 1.38 427 0.05 0 -
東 京 都 1,557,012 31,715 2.04 1,361 0.09 0 -
神 奈 川 県 1,124,457 15,427 1.37 1,401 0.12 0 -
新 潟 県 375,349 3,214 0.86 76 0.02 0 -
富 山 県 179,790 1,138 0.63 0 0.00 0 -
石 川 県 170,264 1,907 1.12 354 0.21 0 -
福 井 県 122,110 1,347 1.10 297 0.24 0 -
山 梨 県 129,156 1,411 1.09 190 0.15 0 -
長 野 県 352,970 2,684 0.76 264 0.07 0 -
岐 阜 県 305,845 2,501 0.82 516 0.17 0 -
静 岡 県 550,550 7,704 1.40 329 0.06 0 -
愛 知 県 951,613 9,227 0.97 696 0.07 0 -
三 重 県 271,617 3,495 1.29 464 0.17 0 -
滋 賀 県 179,855 1,454 0.81 190 0.11 0 -
京 都 府 369,768 3,373 0.91 250 0.07 0 -
大 阪 府 1,149,747 23,332 2.03 2,284 0.20 0 -
兵 庫 県 783,077 7,563 0.97 1,794 0.23 0 -
奈 良 県 208,656 1,651 0.79 476 0.23 0 -
和 歌 山 県 161,873 1,538 0.95 246 0.15 0 -
鳥 取 県 92,330 491 0.53 0 0.00 0 -
島 根 県 125,017 607 0.49 82 0.07 0 -
岡 山 県 292,714 3,490 1.19 121 0.04 0 -
広 島 県 417,573 3,472 0.83 1,232 0.30 0 -
山 口 県 242,482 2,192 0.90 561 0.23 0 -
徳 島 県 125,571 1,091 0.87 336 0.27 0 -
香 川 県 153,216 1,837 1.20 231 0.15 0 -
愛 媛 県 227,979 2,151 0.94 237 0.10 0 -
高 知 県 126,971 1,122 0.88 161 0.13 0 -
福 岡 県 683,051 9,823 1.44 2,206 0.32 0 -
佐 賀 県 124,420 702 0.56 66 0.05 0 -
長 崎 県 217,837 2,109 0.97 405 0.19 0 -
熊 本 県 281,943 2,646 0.94 0 0.00 0 -
大 分 県 189,364 1,348 0.71 161 0.09 0 -
宮 崎 県 176,229 2,039 1.16 17 0.01 0 -
鹿 児 島 県 265,454 2,662 1.00 300 0.11 0 -
沖 縄 県 146,623 3,704 2.53 203 0.14 0 -

都道府県後期高齢者医療広域連合別の滞納被保険者数等（速報値）

被保険者数
滞納

被保険者数
短期被保険者証 資格証明書

割合 交付者数

（注４）数値はいずれも速報値である。

割合 交付者数 割合
A B B/A C C/A D D/A

　　　（出所：厚生労働省保険局高齢者医療課調べ）

全 国 合 計

（注１）被保険者数は、令和元年５月31日現在である。（出所：後期高齢者医療事業月報）
（注２）滞納被保険者数は、令和元年６月１日現在の被保険者のうち、平成30年度保険料に一部でも滞納がある
　　    被保険者数である。（出所：厚生労働省保険局高齢者医療課調べ）
（注３）短期被保険者証交付者数及び資格証明書交付者数は、令和元年６月１日現在である。
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